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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの肺容量及び体力を測定する方法を実行するコンピュータ化されたサービスを提
供する方法であって、
　ユーザの携帯通信装置にクライアントアプリケーションを提供し、該クライアントアプ
リケーションは、実行可能なコンピュータコードを含み、
　前記コードは、
　ａ．前記ユーザに、空気で肺を満たし、息を吐く間所定の声の大きさ（デシベル）の範
囲で、音声を発するように指示することと、
　ｂ．前記ユーザの音声を、前記携帯通信装置により取得し及び登録することと、
　ｃ．前記音声の登録を停止することと、
　ｄ．前記声の大きさの範囲内で、前記音声の取得時間であって前記ユーザの肺容量に比
例する時間の長さを測定すること、を含むサービスを提供する方法。
【請求項２】
　前記範囲は、個人の校正（キャリブレーション）によって決定される請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記音声の登録の前記停止は、所定の時間の間、声が取得されなかったときにアプリケ
ーションによって自動的になされる請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記音声を取得する工程の間に、前記携帯通信装置のスクリーンに、測定結果の図的表
現を表示すること、をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザを前記サービスに登録し、該登録された前記ユーザの測定された結果をサー
バ内のデータベースに保存し、
　該サーバは、前記クライアントアプリケーションと通信するサーバアプリケーションを
実行すること、をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記登録は、前記測定を実行するためのデイリーリマインダを規定し、前記ユーザ以外
の少なくとも一つの連絡先を提供することを含む請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ユーザの測定結果のヒストリーを、前記サーバアプリケーションから提供し、前記
ヒストリーを前記クライアントアプリケーションに通信して、前記携帯通信装置のスクリ
ーン上に、前記ヒストリーを、前記クライアントアプリケーションによって表示すること
、をさらに含む請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記ヒストリーの前記表示は、休憩、肉体的活動の後、投薬の変更、入院のうちの少な
くとも一つを含む様々な臨床上の状態に関連する統計を表示することを含む請求項７に記
載の方法。
【請求項９】
　前記データベースを用いて、大集団の肺容量及び体力に関連するサーバアプリケーショ
ン統計によって、計算のための様々な統計的な操作を実行すること、をさらに含む請求項
７に記載の方法。
【請求項１０】
　ユーザの肺容量及び体力を測定するシステムであって、
　ネットワークに接続されたサーバであって、プロセッサを含み、サーバアプリケーショ
ン及び少なくとも一つのデータベースのプログラム可能な指令を実行するように構成され
たサーバと、
　前記サーバとネットワークを介して通信する少なくとも一つの電子携帯通信装置であっ
て、プロセッサを含み、ユーザアプリケーションのプログラム可能な指令を実行可能に構
成された少なくとも一つの電子携帯通信装置と、を含み、
　前記電子携帯通信装置は、さらにマイク及び、ユーザ入力を取得し、前記ユーザに出力
を提供する手段をさらに含み、
　該マイクは、前記ユーザの声を登録するように構成されており、
　前記ユーザの入力手段は、前記ユーザにテストを開始するように指示し、前記テストの
結果を表示するように構成されており、
　前記ユーザアプリケーションは、前記ユーザに前記テストのフィードバックを提供し、
前記テストを開始及び停止し、前記測定の間前記ユーザの声を取得及び登録し、前記開始
及び前記停止の間の時間を測定するように構成され、
　前記サーバアプリケーションは、前記少なくとも一つのデータベースに、複数のユーザ
の測定結果を保存し、前記ユーザアプリケーションに対するリクエストに応じて前記結果
を通信し、前記複数のユーザの測定結果を用いて統計を計算するように構成されているシ
ステム。
【請求項１１】
　ウェブサイトをさらに含み、
　該ウェブサイトは、前記ユーザに、本人の全てのテスト結果を閲覧すること、本人の統
計的な計算を実行すること、及び前記ユーザアプリケーションをダウンロードすること、
ポイントのクレジットを引き換えること、のうちの少なくとも一つを提供する請求項１０
に記載のシステム。
【請求項１２】
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　ユーザの肺容量及び体力を測定する方法であって、
　ユーザの携帯通信装置であるコンピュータが、
　ａ．前記ユーザに肺を空気で満たし、息を吐く間、声の大きさ（デシベル）のある範囲
内で、音声を発するように指示する表示を出力する工程と、
　ｂ．前記ユーザの音声を取得して登録する工程と、
　ｃ．前記音声の登録を停止する工程と、
　ｄ．前記声の大きさの範囲内で、音声の取得時間の長さを測定する工程と、を含み、
　測定した音声の取得時間の長さは、前記ユーザの肺の容量に比例するとともに、前記肺
の中の液体の存在のインジケーターである、方法。
【請求項１３】
　方法を実行するデジタル処理装置によって実行可能な、コンピュータによって読み取り
可能な指示のプログラムを明白に具体化したコンピュータストレージ媒体であって、
　前記方法は、ユーザの携帯通信装置に、実行可能なコンピュータコードを含むクライア
ントアプリケーションを提供し、
　前記コードは、
　ａ．前記ユーザに、肺を空気で満たし、息を吐く間、声の大きさ（デシベル）のある範
囲内で、音声を発するように指示することと、
　ｂ．前記ユーザの音声を前記携帯通信装置により取得及び記録することと、
　ｃ．前記音声の記録を停止することと、
　ｄ．前記声の大きさの範囲内で前記音声の取得時間であって前記ユーザの肺容量に比例
する時間の長さを測定すること、を含む、コンピュータストレージ媒体。
【請求項１４】
　測定された前記時間の長さを表示すること、を含む請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　測定された前記時間の長さと、所定のベースラインと、を比較し、これに従って警告す
る請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記測定は、慢性心不全、慢性閉塞性肺疾患又はぜんそくのいずれかを監視するために
用いられる請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記測定は、慢性心不全、慢性閉塞性肺疾患又はぜんそくのいずれかを監視するために
用いられる請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　前記測定は、慢性心不全、慢性閉塞性肺疾患又はぜんそくのいずれかを監視するために
用いられる請求項１０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して遠隔の医療的な診断及び監視システム及びソリューションに関する。
特に、携帯通信装置の適用のみで実行される肺活量及び体力（スタミナ）検査を用いた、
慢性心不全の患者のための遠隔監視を行うシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この特許出願は、２０１２年９月５日に出願された米国仮出願第６１／６９６，８２４
から優先権を主張し、該出願に関連する。この米国仮出願は、その全体がここに参考とし
て組み込まれる。
【０００３】
　遠隔治療システムは、電話連絡を用いて遠く離れた患者を診断したり治療したりする方
法として、提案されてきた。しかしながら、公知のシステムは典型的に、例えば着用可能
なＥＣＧ（心電図）モニター、ウェブ系の聴診器、ウェブに接続された高血圧モニター測
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定バンド等の特別な医療装置の使用を必要とする。
【０００４】
　スマートフォンやタブレットコンピューターのような携帯通信装置の早い進歩において
、これらの装置は、これまで新しいアプリケーションが発展するにしたがって、機能性を
向上させてきた。スマートフォンは、すでに携帯情報端末（ＰＤＡ）のメディアプレイヤ
ー、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ＧＰＳナビゲーション設備、クレジットカード、マ
ルチメディアハブ、ゲーム装置、他多数として、役割を果たしている。
【０００５】
　様々なセンサーをスマートフォンに組み入れて使用し、追加的な装置を必要とせずに少
なくとも医療的な診断のいくつかを機能的に可能にすることが望ましい。
【０００６】
　例えば肺の状態を診断する分野では、いくつかの製品が遠隔（又は在宅）診断のために
提供されており、ＰＭＤヘルスケアにより入手可能なＳｐｉｒｏ　ＰＤ（ｗｗｗ．ｓｐｉ
ｒｏｐｄ．ｃｏｍ参照）、マイクロライフにより入手可能なＭｉｃｒｏｌｉｆｅ　ＰＦ　
１００（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｉｃｒｏｌｉｆｅｕｓａ．ｃｏｍ参照）その他等があ
る。
【０００７】
　これらの装置は、肺活量の値を受信し、これに対する様々な分析を行ったり、警告を発
したり、及び／又は警告を電気的に医師に伝える専用のアプリケーションを実行する、コ
ンピュータに電気的に接続可能な実際の肺活量計である。
【０００８】
　オックスフォード大学の研究者は、携帯可能な肺活量計と電話アプリケーションを開発
した（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｓｉｓ－ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ．ｃｏｍ／ｌｉｃｅｎｓ
ｉｎｇ／７３５８．ｈｔｍｌ）。この技術により、ぜんそく及び慢性閉塞性肺疾患（ＣＯ
ＰＤ）の遠隔監視、評価、診断が可能になっている。ここでまた、実際の肺活量計が電話
に接続され、肺活量計の値を保存して送信する。
【０００９】
　心臓の状態を診断する分野では、例えばＡｌｉｖｅＣｏｒ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ／ａ
ｌｉｖｅｃｏｒ．ｃｏｍ／）や、心電図測定のためのＳｍａｒｔ　Ｈｅａｒｔ（ｈｔｔｐ
：／／ｗｗｗ．ｓｈｉｔｅｌｅｍｅｄｉｃｉｎｅ．ｃｏｍ／ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ／ｓｍａ
ｒｔｈｅａｒｔ／）のようないくつかのアプリが利用可能であり、また、スマートフォン
に取り付けられたセンサーを使用することも可能である。
【００１０】
　肺の容量と慢性心不全の間の関連性は、（参照－鬱血性心不全：診断、病態生理学、治
療及び呼吸管理のための予測、呼吸管理、２００６年４月、第５１巻　Ｎｏ．４、４０３
～４１２頁－その全体が参照としてここに組み込まれる）、心機能の低下は主に肺での液
体の保持につながるとして、一般に受け入れられている。その結果、液体で満たされてし
まうため、肺胞には気体が存在するための空間が少ししか得られなくなる。このプロセス
の度合いは、心不全の重症度に関連づけられている。
【００１１】
　液体保持の結果、患者に最初に表れる症状の一つは、息切れである。この問題のために
、本発明は、そのような心機能の低下を監視して特定する単純なブレステストを用いる。
【００１２】
　このブレステストは、スマートフォンのマイクによる会話／音声の測定に基づいており
、低下の初期の兆候が監視されたときに、患者又は介護人に警告をするための、正確で高
感度の測定を提供する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の側面によれば、慢性心不全、慢性閉塞性肺疾患又はぜんそくを検出する
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ためにユーザの肺容量及び体力を測定する方法を実行するコンピュータ化されたサービス
であって、ユーザの携帯通信装置にクライアントアプリケーションを提供し、該クライア
ントアプリケーションは、実行可能なコンピュータコードを含み、前記コードは、前記ユ
ーザに、空気で肺を見たし、息を吐く間所定の声の大きさ（デシベル）の範囲で、音声を
発するように指示することと、前記ユーザの音声を、前記携帯通信装置により取得し及び
記録することと、前記音声の記録を停止することと、前記声の大きさの範囲内で、前記音
声の取得時間であって前記ユーザの肺容量に比例する時間の長さを測定することと、前記
携帯通信装置のスクリーンに、前記音の取得時間の前記長さの結果を表示すること、を含
むサービスが提供される。
【００１４】
　前記範囲は、個人の校正（キャリブレーション）によって決定されてよい。
【００１５】
　前記音声の記録の前記停止は、前記ユーザによりなされてよい。
【００１６】
　前記音声の記録の前記停止は、所定時間の間、声が取得されなかったときにアプリケー
ションによって自動的になされてよい。
【００１７】
　前記方法は、前記音声を取得する工程の間に、前記携帯通信装置のスクリーンに、測定
結果の図的表現を表示すること、をさらに含んでよい。
【００１８】
　前記方法は、インターネットを使用して、他の人々と測定結果を共有すること、をさら
に含んでよい。
【００１９】
　前記共有は、電子メールを送付することを含んでよい。
【００２０】
　前記共有は、ソーシャルネットワークに公開することを含んでよい。
【００２１】
　前記方法は、前記ユーザを前記サービスに登録し、該登録された前記ユーザの測定され
た結果をサーバ内のデータベースに保存し、該サーバは、前記クライアントアプリケーシ
ョンと通信するサーバアプリケーションを実行すること、をさらに含んでよい。
【００２２】
　前記登録は、前記測定を実行するためのデイリーリマインダを規定することを含んでよ
い。
【００２３】
　前記登録は、前記ユーザ以外の少なくとも一つの連絡先を提供することを含んでよい。
【００２４】
　前記方法は、忠実なユーザに、賞を提供すること、をさらに含んでよい。
【００２５】
　前記方法は、前記ユーザの測定結果のヒストリーを、前記サーバアプリケーションから
提供し、前記ヒストリーを前記クライアントアプリケーションに通信して、前記携帯通信
装置のスクリーン上に、前記ヒストリーを、前記クライアントアプリケーションによって
表示すること、をさらに含んでよい。
【００２６】
　前記ヒストリーの前記表示は、様々な臨床上の状態に関連する統計を表示することを含
んでよい。
【００２７】
　前記臨床上の状態は、少なくとも休憩、肉体的活動の後、投薬の変更、入院を含んでよ
い。
【００２８】
　前記方法は、前記データベースを用いて、大集団の肺容量及び体力に関連するサーバア
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プリケーション統計により、演算すること、をさらに含んでよい。
【００２９】
　本発明の第２の側面によれば、慢性閉塞性肺疾患、ぜんそく又は慢性心不全等の慢性病
を監視するためにユーザの肺容量及び体力を測定するシステムであって、ネットワークに
接続されたサーバであって、プロセッサを含み、サーバアプリケーション及び少なくとも
一つのデータベースのプログラム可能な指令を実行するように構成されたサーバと、前記
サーバとネットワークを介して通信する少なくとも一つの電子携帯通信装置であって、プ
ロセッサを含み、ユーザアプリケーションのプログラム可能な指令を実行可能に構成され
た少なくとも一つの電子携帯通信装置と、を含み、前記電子通信装置は、さらにユーザ入
力を取得し、前記ユーザに出力を提供するＧＵＩ（グラフィカルユーザインターフェース
）手段を提供するように構成されたマイク及びディスプレイをさらに含み、該マイクは、
前記ユーザの声を登録するように構成されており、前記ユーザのＧＵＩ入力手段は、前記
ユーザにテストを開始するように指示し、前記テストの結果を表示するように構成されて
おり、前記ユーザアプリケーションは、前記ＧＵＩを表示し、前記テストを開始及び停止
し、前記測定の間前記ユーザの声を取得し、前記開始及び前記停止の間の時間を測定する
ように構成され、前記サーバアプリケーションは、前記少なくとも一つのデータベースに
、複数のユーザの測定結果を保存し、前記ユーザアプリケーションに対するリクエストに
応じて前記結果を通信し、前記複数のユーザの測定結果を用いて統計を計算するように構
成されているシステムが提供される。
【００３０】
　前記ユーザの声の前記取得は、前記ユーザの声を記録することを含んでよい。
【００３１】
　前記ＧＵＩ手段は、さらに前記携帯通信装置のスクリーンに前記テストの図的表現を表
示するように構成されてよい。
【００３２】
　前記図的表現は、声の大きさの範囲を含んでよい。
【００３３】
　前記ＧＵＩ手段は、さらに前記システムにユーザを登録するように構成されてよい。
【００３４】
　前記登録は、前記測定を実行するための毎日のリマインダ用の時間を規定することを含
んでよい。
【００３５】
　前記登録は、前記ユーザ以外の少なくとも一人の連絡先を提供することを含んでよい。
【００３６】
　前記ＧＵＩ手段は、さらに様々な期間における測定結果を表示するように構成されてよ
い。
【００３７】
　前記テストの前記停止は、声が取得されなかった所定の時間の経過の後に、前記ユーザ
アプリケーションによって自動的になされてよい。
【００３８】
　前記システムは、ウェブサイトをさらに含み、該ウェブサイトは、前記ユーザに、本人
の全てのテスト結果を閲覧すること、本人の統計的な推論を実行すること、及び前記ユー
ザアプリケーションをダウンロードすること、ポイントのクレジットを引き換えること、
のうちの少なくとも一つを提供してよい。
【００３９】
　前記ウェブサイトは、関連する記事、オンラインフォーラムへのリンク及び／又は他の
ソーシャルネットワーク及び広告スペースへのリンク、のうちの少なくとも一つ、をさら
に含んでよい。
【００４０】
　本発明の第３の側面によれば、慢性心不全、慢性閉塞性肺疾患又はぜんそくを検出する
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ために、ユーザの肺容量及び体力を測定する方法であって、前記ユーザに肺を空気で満た
し、息を吐く間、声の大きさ（デシベル）のある範囲内で、音声を発するように指示する
ことと、前記ユーザの音声を登録することと、前記音声の登録を停止することと、前記声
の大きさの範囲内で、音声の取得時間の長さを測定すること、を含み、該時間は、前記ユ
ーザの肺の容量に比例するとともに、前記肺の中の液体の存在のインジケーターである、
方法が提供される。
【００４１】
　本発明の第４の側面によれば、方法を実行するデジタル処理装置によって実行可能な、
コンピュータによって読み取り可能な指示のプログラムを明白に具体化したコンピュータ
ストレージ媒体であって、前記方法は、ユーザの携帯通信装置に、実行可能なコンピュー
タコードを含むクライアントアプリケーションを提供し、前記コードは、前記ユーザに、
肺を空気で満たし、息を吐く間、声の大きさ（デシベル）のある範囲内で、音声を発する
ように指示することと、前記ユーザの音声を前記携帯通信装置により取得及び記録するこ
とと、前記音声の記録を停止することと、前記声の大きさの範囲内で前記音声の取得時間
であって前記ユーザの肺容量に比例する時間の長さを測定することと、前記携帯通信装置
のスクリーンに音声の取得時間の長さの結果を表示すること、を含む、コンピュータスト
レージ媒体を提供する。
【００４２】
　発明を理解するとともに、発明が実際にどのように実行されるかを理解するため、非限
定的な例示の目的のみで、添付の図面を参照して複数の実施形態がこれから説明される。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明を実行するための例示的なシステムの概略図である。
【図２】本発明の方法で実行される主な工程を示すフローチャートである。
【図３Ａ】図３Ａは、図２の方法を実行するための、クライアントアプリケーションのグ
ラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）の例を示す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図２の方法を実行するための、クライアントアプリケーションのグ
ラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）の例を示す。
【図３Ｃ】図３Ｃは、図２の方法を実行するための、クライアントアプリケーションのグ
ラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）の例を示す。
【図３Ｄ】図３Ｄは、図２の方法を実行するための、クライアントアプリケーションのグ
ラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）の例を示す。
【図３Ｅ】図３Ｅは、図２の方法を実行するための、クライアントアプリケーションのグ
ラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）の例を示す。
【図３Ｆ】図３Ｆは、図２の方法を実行するための、クライアントアプリケーションのグ
ラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）の例を示す。
【図３Ｇ】図３Ｇは、図２の方法を実行するための、クライアントアプリケーションのグ
ラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）の例を示す。
【図３Ｈ】図３Ｈは、図２の方法を実行するための、クライアントアプリケーションのグ
ラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）の例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　本発明は、患者が息を吸わずに音を発することのできる時間の長さの測定を用いて、遠
隔医療の肺容量及び体力検査を行うための、容易に使用できるシステム及び方法を提供す
る。好ましくは、これらは医療的なあるいはその他の追加的な装置を用いずに、携帯通信
装置のアプリケーションに組み込まれたものである。
【００４５】
　本発明の潜在的なユーザは、心不全や、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、ぜんそくを含
む慢性内科疾患であるとすでに診断された患者であり、このシステムを頻繁に使用して、
医者を訪ねる必要なくどこででもこのシステムを使用するかもしれない患者である。
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【００４６】
　他の潜在的なユーザは、アスリート、又は一般に、肉体的な鍛錬を行っている人々であ
り、肺の体力が増加したことを測定したいと望んでいるか、その他の理由で肺の体力又は
容量を試したいと望んでいる人々である。
【００４７】
　テストは、呼吸練習器（インセンティブスパイロメトリー）の動作の間、ユーザに一定
の音量で声を発するように案内するよう実行される。これにより、呼気が一定に流れる。
そのような呼気の長さは、患者の呼気容量に等しい。ユーザは、完全に肺を空にするまで
息を吐く前に、彼又は彼女の容量一杯まで息を吸い込むように案内される。この容量は、
強制肺活量（ＦＶＣ）に等しい。
【００４８】
　最初の使用は、例えば、ユーザが（比較的よい／安定した状態で）病院から退院したと
きに起こるかもしれない。それからアプリケーションは、変化を監視し、継続的な入院を
防止するために、十分早くに警告を発する。
【００４９】
　肺の容量の特徴は、通常個人的なもので、患者によって変動する。年齢、身長、ＢＭＩ
、肺疾患、胸部の解剖学的異常、遺伝等による。このため、アプリケーションの最もよい
使用として、患者が定期的に測定を行い、システム内に保存される自己の肺の容量の固有
の特徴を生成しておくことが推奨される。ユーザの「肺容量」は、安定した状態での動作
（パフォーマンス）を反映するその人の個人的な「ベースライン」により規定される。ベ
ースラインは、長い時間の間に、体重や心臓及び肺の状態等（この場合患者が新しいベー
スラインを決定しなければならなくなる）における変化によって、段階的な偏流にさらさ
れるかもしれないとしても、個々の患者にとっての固定的なパラメータである。現在のベ
ースラインからの重大な偏向は、登録されて、その後警告される。アプリケーションサー
バによって分析された、患者の典型的なベースライン結果における低下が検出されると、
次の少なくとも一つに対する警告が開始されてもよい。
　ａ．患者
　ｂ．介護者（親類及び／又は専門家）
　ｃ．ＨＭＯ及び／又は他の遠隔監視サービスプロバイダ
　ｄ．個人的な医者
　ｅ．保険会社
　ｆ．最も近い病院及び／又は担当の病院
　図１は、本発明を実行するための例示的なシステムの概略図である。
【００５０】
　システム１００は、インターネット等の通信ネットワーク１５０上で、スマートフォン
（１２０、１３０、１４０）のような複数のユーザ（患者）の携帯通信装置に、双方向に
通信可能なシステムサーバ１１０を含む。システムサーバ１１０はまた、医者、介護者、
家族の一員等のような選択された監督する存在と、パソコン１６０や携帯通信装置１７０
、を使用し、インターネットのような通信ネットワーク１５０上で通信する。
【００５１】
　ユーザの携帯通信装置（１２０、１３０、１４０）は、以下に詳細に説明されるように
、肺容量及び体力を測定するように設計されたクライアントアプリケーションを実行する
。アプリケーションは、サーバ１１０からダウンロードされるか、又はＡｐｐｓｔｏｒｅ
（ｉＯＳプラットフォーム）やＭａｒｋｅｔ（アンドロイドプラットフォーム）等のアプ
リケーションダウンロードサーバからダウンロードされる。
【００５２】
　サーバ１１０は、以下に詳しく説明されるように、ユーザアプリケーションと通信する
ように設計されたサーバアプリケーションを含む。サーバ１１０は、追加的に、ユーザの
テストデータを保存するための一以上のデータベースを含む。サーバ１１０は、追加的に
、アプリケーションウェブサイトを含む。
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【００５３】
　次に、図２及び図３Ａ～図３Ｈに注目する。
【００５４】
　図２は、本発明の方法によって実行される主な工程を示すフローチャートである。
【００５５】
　図３Ａ～３Ｈは、図２の方法を実行するためのクライアントアプリケーションの例示的
なグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を示す。
【００５６】
　工程２００では、図３Ａに示すように、クライアントアプリケーションの初期画面が表
示されている。ユーザは、システムに登録したいと望む新しいユーザであってもよく、こ
のアプリケーションを知っており、すでに登録していて戻ってきたユーザであってもよく
、登録をせずにこのアプリケーションを試してみたい「ゲスト」であってもよい。
【００５７】
　図３Ａに示すように、システムに登録したいと望む新しいユーザは、「今登録する」ボ
タン（工程２２０）を選択して、登録フォームのディスプレイとなる。ユーザはそこで予
め定められた時間にテストを実行するように毎日のリマインダを受け取ることを選ぶこと
ができる。ユーザは、自己の連絡先（電子メールアドレスや、電話番号）、係りつけの医
者や介護者、家族等を供給するように指示される。設定された毎日のその時間か、およそ
その時間にテストを実行しなかった場合、システムから供給された連絡先の一つに、自動
的に通知（例えば電子メール）がなされる。
【００５８】
　ユーザは、以下を決定するために、テストの実行中に声紋ソフトウェアによって分析さ
れるべき声紋を提供するように指示される。
　ａ．プライバシーのための認証
　ｂ．ユーザ又は患者の声のみを受信し、ゲストのテストを受け取ったり保存したりしな
いようにするための認証
　ｃ．より正確なテスト結果。
【００５９】
　アプリケーションは、最初のいくつかのテスト（２～３回のテスト）の間、ユーザの声
のサンプルを取り、ユーザの個人的な、カスタマイズされた音量の範囲を決定する。この
ようにして、ユーザのベースラインテスト結果の個人化を向上させる。
【００６０】
　ユーザの携帯通信装置の番号は、ユーザから供給されるか、又は自動的に特定されて、
将来の特定の目的のために保存される。
【００６１】
　登録のプロセスの最後では、新しいユーザのデータは、システムサーバ１１０にアップ
ロードされる。そしてアプリケーションは、指導スクリーン（３Ｂ、工程２３０）を表示
する。
【００６２】
　もしユーザがシステムに登録することを望まない場合（例えばゲスト）、彼は「テスト
開始」を選択してよい。すると指導スクリーン（図３Ｂ）が表示される（工程２３０）。
又は、ユーザが戻ってきたユーザであれば、メインテストスクリーン（図３Ｃ）が表示さ
れる（工程２５０）。
【００６３】
　図３Ｂに示す指導スクリーンの例示は、テストの性質と目的の説明を含み、トライアル
テストを始めるための選択肢を含んでよい。ユーザは、もし将来指導スクリーンが表示さ
れることを望まない場合には、「再び表示しない」のボックスにチェックすることができ
る。
【００６４】
　メインテストスクリーン（図３Ｃ、工程２５０）は、テストを開始するための特定の指
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令を含む。図３Ｃの例では、ユーザは肺を空気で満たし、「開始」ボタンを押して、でき
るだけ長い間、息を吸わずに「あー」と言うように（肺の最大容量での呼気）指示される
。テスト方法の代替的な実施形態では、ユーザに、「あー」と言う代わりに、息を吸わな
いで１からできるだけ長く数を数えること開始するように、指示してもよい。ユーザは、
例えば設定スクリーン上で指示することで、テストのモードを選択してもよい。図３Ｈの
例示的な設定スクリーンでは、テストモードの選択は二つのモードのオンオフで行うよう
に実装されている。
【００６５】
　一度スタートボタンが押されると（工程２６０）、アプリケーションはテストスクリー
ン（図３Ｄ、工程２６５）を表示する。テストスクリーンは、例えば声の強さ（ｖｏｉｃ
ｅ　ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ）、声を出した回数、呼気の長さ等を表す棒のようなテストの図
的表現や、その他ユーザにテストのフィードバックを供給するのに適切な図的表現を含ん
でよい。
【００６６】
　本発明の実施形態によれば、テストの図的表現は、ユーザの声がテストを行っている間
に残っていなければならない声の大きさの範囲を表す上限及び下限を制限するものを含む
。範囲は、上述のように個人向けのものであってよい。割り当てられた範囲から逸脱する
と、「失敗」（又は不正確）であると宣言されるか、又はユーザがテストをもう一度行う
ように指示される。
【００６７】
　テストはユーザが「ストップ」ボタンを押すことで停止される（工程２７０）。又は、
アプリケーションが例えば２秒の沈黙を検出したときに、テストは自動的に停止される。
【００６８】
　テストの終了に続いて、テスト結果スクリーンが表示される（図３Ｅ、工程２８０）。
テスト結果スクリーンは、結果の評価（例えば、良い）を伴って、数字の結果（例えば、
秒数）を含んでよい。結果が劣っている場合、（例えば、ユーザのために保存されている
前回の結果よりも著しく低い等）、ユーザはもう一度テストを行うように指示される。
【００６９】
　最初の使用では、ユーザは所定の条件の下で（休憩中、午前中、静かな環境下で、等）
、例えば個人的な基準を決定するために３回、テストを実行するように依頼される。とい
うのも、アプリケーションは出発点としての個人的な「ベースライン」を決定する必要が
あるからである。これは、患者の状態が悪化することで変わるかもしれない将来の結果と
比較した場合の、患者の「正常な」状態を反映する。
【００７０】
　所定の条件下で「ベースライン」が設定された後は、ユーザはその後のテストの全てを
同じ状況下で行う。もしある種のテストで、「疑わしい結果」が示されると、以下に説明
されるように、患者は、「ベースライン」を決定するために指示された条件と異なる条件
でテストが行われた（例えば運動の後だった、薬を変更した等）ために偏向が生じたのか
どうかを決めるためのアンケートに取り組む必要があるだろう。
【００７１】
　ユーザが所定の範囲の音量で声を発した時間の長さは、肺からの空気の流量に比例し、
このようにして、携帯通信装置以外の実際の装置を必要とせずに、容量測定装置（例えば
呼吸練習器）として使用される。
　一定の空気流量×時間＝容量
　患者が肺を最大限に満たして、それから（ある範囲の音量を課して）一定の流量で最大
限に息を吐くと、テストは強制肺活量（ＦＶＣ）に等しい。
【００７２】
　無効なテストの自動的な特定が生成される。ユーザが、呼気の測定の間に断続的に息を
吸うというように、テストを所定の状況下で行わない場合や、ユーザが所定の範囲の音量
（例えば口からの様々な距離）に従わなかった場合、無効なテストの結果が得られるかも



(11) JP 6270225 B2 2018.1.31

10

20

30

40

50

しれない。すると、無効なテスト結果に対する即時にアドレス可能な原因や、それらを修
正する方法を特定するために、アンケートがユーザに示される。続いて、関連する状況に
応じて、すぐに、又は後で、又は休憩に続いて、追加的なテストが提案される。
【００７３】
　ベースラインのテスト結果と矛盾する結果が繰り返される場合、警告が生成され、介添
え人が注意を払うように提案される。
【００７４】
　有効な測定を終えた後は、いくつかの選択肢が提案される。
・「共有」ボタンにより、ユーザがテスト結果を電子メール、フェイスブック、ツイッタ
ー又は他のネットワークや予め選択されたグループとの共有メディアと共有することが可
能になる。
・「エアープリント」ボタンにより、遠隔的にテスト結果をバックエンドサービス又は自
己のプリンタから印刷することが可能になる。
・「再テスト」ボタンを選択することで、続いてメインテストスクリーン（図３Ｃ）が再
表示される。
・「結果を保存」スクリーンを選択することで、結果がサーバにアップロードされる（工
程２９０）。そして、結果スクリーン（図３Ｆ）が表示される。
【００７５】
　図３Ｆに示される例示的な結果スクリーンは、日付順のテスト結果の図形的な表示を含
む。図上のあるポイントを選択すると、選択された日付及びテスト結果が表示される。図
は、結果のタイムスパン（例えば週ごと、年ごと）を変更するため、追加的に「ピンチ」
又は「拡大」操作されてよい。図は、追加的に、異なる期間を示すために、スクロール可
能となっていてよい。
【００７６】
　結果スクリーンは、さらに、例えば先月のテスト結果の数字を示す表を含んでよい。結
果の表は、次月又は先月の結果を示すために、スクロールすることができてよい。
【００７７】
　「ヒストリー」ボタンが提供されてもよく、これによりアプリケーションのウェブサイ
トで、ユーザの全てのテスト結果を見ることができる個人ゾーンに移動する。
【００７８】
　「ヒストリー」はユーザの状態（休憩の後、又は肉体的な動作の後、又は病院から退院
後の日々、治療又は投薬を変えた後、等）にしたがって、テストの分類を供給してよい。
【００７９】
　図３Ｂ～３Ｆのスクリーンは、「結果」、「情報」及び「設定」の３つの追加的なボタ
ンを示す。
【００８０】
　アプリケーションのどこからでも、「結果」ボタンを選択すると、結果スクリーン（図
３Ｆ）が表示される。
【００８１】
　アプリケーションのどこからでも、「情報」ボタンを選択すると、情報スクリーン（図
３Ｇ）が表示される。情報スクリーンは、例えば、臨床的応用の目的、免責条項、個人情
報の保護方針，アプリケーションウェブサイトへのリンク、テストの実行に関する説明等
の様々な情報の項目を含んでよい。情報スクリーンは、追加的に「指導を受ける」チェッ
クボックスを含んでよい。これをチェックすることは、指導スクリーン（図３Ｂ）で「以
後表示させない」チェックボックスをチェックしなかったことと同じになる。情報スクリ
ーンは、追加的に、どのようにテストを受けるかの口頭の説明を含んでよい。
【００８２】
　アプリケーションのどこからでも、「設定」ボタンを選択すると、設定スクリーン（図
３Ｈ）が表示される。設定スクリーンは、登録手続きの間に供給された情報、例えばデイ
リーリマインダ特徴をオン又はオフにしたり、患者、医者及び介護人又は家族に問い合わ
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せ先を提供したり、テストの「ゲストモード」を規定する情報をアップデートしたり編集
したりするのに用いられる。
【００８３】
　テストのテスト結果は、「ゲスト」モードでは、保存されない。
【００８４】
　「結果」、「情報」及び「設定」ボタンは、テストの実施の間は非アクティブである。
【００８５】
　図３Ｃ～図３Ｅにベルとして示される「リマインダ」アイコンは、毎日のテストリマイ
ンダを設定するための設定スクリーンを表示するために用いられる。
【００８６】
　複数の患者の情報及びテスト結果を含むシステムのデータベースは、システムアプリケ
ーションが、計算のための様々な統計的な操作を実行するために、使用される。例えば、
テストの異なった時間におけるユーザのテスト結果の分散や、患者間のテスト結果の分散
、他の公知のパラメータ（年齢、性別、知られている病気、地理的位置、喫煙その他）に
よるテスト結果の分散である。
【００８７】
　システムのウェブサイトは、統計的な計算を実行するための、登録されたユーザのツー
ルを提供してよい。
【００８８】
　システムのウェブサイトは、追加的に以下のものを含んでよい。
－関係する項目
－ユーザアプリケーションをダウンロードするためのリンク
－オンラインフォーラム及び／又は他のソーシャルネットワークへのリンク
－ロイヤルティプログラムによって稼いだクレジットを使用することができるオンライン
ストア
－広告スペース
－その他
　さらなる実施形態によれば、ユーザの顔が見えるように方向づけられたフレームを表示
する等して、アプリケーションは、テストの実行中に、ユーザの前にある携帯装置を正確
にユーザに向けるように、携帯通信装置のカメラを使用してもよい。
【００８９】
　さらなる実施形態によれば、ユーザが毎日のテストの療法を続ける動機づけとなるよう
に提案されるロイヤルティプログラムの形式で、アプリケーションがゲームシステムに組
み込まれてもよい（ゲーミフィケーション方法）。ロイヤルティプログラムは、毎月／季
節ごとに変更されてよく、スコアボードや、リーダーボード、チーム、代用貨幣（トーク
ン）、トロフィー、クーポン、医療保険の額のディスカウント等を呼び物としてもよい。
【００９０】
　さらなる実施形態によれば、アプリケーションは、長期間にわたって患っている子供た
ちや、このアプリケーションの潜在的なユーザのためのゲームとして用いられてもよい。
ゲームは、バルーンを膨らませ、しかし破裂させないようにして（これによりユーザの声
が適切なトーンに保たれる）、自分を（３次元のイメージの一種）真っ直ぐに歩かせるか
、岩棚から落ちないようにすること等を含む。
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